
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
二
号

防
衛
省
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
庁
職
員
給
与
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
災
害
補
償
及
び
福
祉
事
業
）

第
一
条
　
防
衛
省
の
職
員
（
一
般
職
に
属
す
る
職
員
を
除

く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
公
務
上
の
災
害
又

は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
係
る
防
衛
省
の

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
二
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
そ
の
他
職
員
の
公

務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に

関
す
る
事
項
及
び
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災

害
を
受
け
た
職
員
に
対
す
る
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
で
特
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
ほ
か
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
れ
ら
の
事
項
の
例
に
よ
る
。

（
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例

の
適
用
範
囲
）

第
二
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国

家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九

十
一
号
。
以
下
「
準
用
補
償
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
自
衛
官
と
し
、
同

条
の
政
令
で
定
め
る
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
（
次
号

に
お
い
て
「
武
力
攻
撃
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た

事
態
又
は
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対

す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の

存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福

追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が

あ
る
事
態
に
際
し
て
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
行

う
武
力
の
行
使

二
　
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
事
態
若
し
く
は
武
力
攻
撃

が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
に
至
つ
た
事
態
又
は
間
接
侵
略
そ
の
他
の
緊

急
事
態
若
し
く
は
治
安
維
持
上
重
大
な
事
態
に
際
し

て
行
う
人
、
施
設
若
し
く
は
物
件
の
警
護
又
は
犯
罪

の
鎮
圧
若
し
く
は
防
止

三
　
事
態
が
緊
迫
し
治
安
出
動
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
こ

と
及
び
小
銃
、
機
関
銃
等
の
武
器
を
所
持
し
た
者
に

よ
る
不
法
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
武
器
を
携
行
し
て
行
う
情
報
の
収
集

四
　
特
定
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
等
に
こ
れ
を

強
要
し
、
又
は
社
会
に
不
安
等
を
与
え
る
目
的
で
多

数
の
人
の
殺
傷
行
為
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
行
う
自

衛
隊
の
施
設
又
は
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
及
び
区
域
の

警
護

五
　
天
災
、
火
災
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
の
発
生
時
に

お
け
る
人
命
若
し
く
は
財
産
の
保
護
又
は
海
上
に
お

け
る
治
安
の
維
持

六
　
航
空
機
に
搭
乗
し
て
行
う
領
空
侵
犯
に
対
す
る

措
置

七
　
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外

国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
条
第
七
号

に
規
定
す
る
停
船
検
査
又
は
同
条
第
八
号
に
規
定
す

る
回
航
措
置

八
　
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕

虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
拘
束
又
は
同

法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
務

九
　
自
衛
隊
の
使
用
す
る
武
器
、
弾
薬
、
航
空
機
そ
の

他
の
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
で
防
衛
大
臣
の
定
め
る

も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
武
器
等
」
と
い

う
。
）
の
防
護
又
は
自
衛
隊
の
施
設
の
う
ち
、
武
器

等
を
保
管
し
、
収
容
し
、
若
し
く
は
整
備
す
る
た
め

の
施
設
設
備
、
営
舎
若
し
く
は
港
湾
若
し
く
は
飛
行

場
に
係
る
施
設
設
備
が
所
在
す
る
も
の
の
警
護

十
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
護

十
一
　
犯
罪
の
捜
査
、
犯
人
若
し
く
は
被
疑
者
の
逮

捕
、
看
守
若
し
く
は
護
送
又
は
勾
引
状
、
勾
留
状
若

し
く
は
収
容
状
の
執
行

十
二
　
機
雷
、
不
発
弾
そ
の
他
の
危
険
物
の
除
去
及
び

処
理

２
　
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
船
員
で
あ
る
陸
上
自
衛
官
及
び
海
上
自
衛
官

の
準
用
補
償
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の

災
害
に
係
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
船

員
法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
海
上
保
安
官
の

例
に
よ
る
。

（
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
等
に
係
る
傷
病
補
償
年

金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
）

第
三
条
　
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
が
、
そ
の
生
命
又

は
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の

下
に
お
い
て
、
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
若
し
く
は
同
法

第
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
邦
人
等

の
輸
送
、
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及

び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
後
方
支
援
活
動
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
規

定
す
る
捜
索
救
助
活
動
、
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て

実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
船
舶
検

査
活
動
、
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
賊
対
処
行
動
若
し
く

は
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施

す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
支
援
活
動
若
し

く
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
捜
索
救
助
活
動
に
従
事

し
、
そ
の
た
め
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
国

際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法

律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
と
し
て
同
法
第

二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ

れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
国
際
連
合
の
業
務
に
従
事

し
、
そ
の
た
め
業
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
に
お
け

る
こ
れ
ら
の
災
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償

又
は
遺
族
補
償
（
船
員
法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で

あ
る
陸
上
自
衛
官
及
び
海
上
自
衛
官
に
係
る
遺
族
補
償

一
時
金
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
準
用
補
償
法
第
十

二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
、
準
用
補
償
法
第

十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
、

準
用
補
償
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
額
又
は

準
用
補
償
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
額
に
百
分
の
五
十
（
傷
病
補
償

年
金
の
う
ち
、
準
用
補
償
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第

二
号
の
政
令
で
定
め
る
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す

る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
同
号

の
政
令
で
定
め
る
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障

害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
、
障
害
補

償
の
う
ち
、
準
用
補
償
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
第
一
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
同
項
に
規
定
す
る
第
二
級

の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
百
分
の
四
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

と
す
る
。

２
　
船
員
法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
陸
上
自
衛

官
及
び
海
上
自
衛
官
の
準
用
補
償
法
第
二
十
条
の
三
に

規
定
す
る
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
の
公
務
上
の
災

害
に
係
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
船
員

法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
で
あ
る
海
上
保
安
官
の
例

に
よ
る
。

（
平
均
給
与
額
計
算
の
特
例
）

第
四
条
　
自
衛
官
、
自
衛
官
候
補
生
、
法
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
防
衛
大
学
校
又
は
防
衛
医
科
大
学
校
の
学

生
（
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
学
生
」
と
い

う
。
）
及
び
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
徒
（
次

条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
生
徒
」
と
い
う
。
）
が

採
用
の
日
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を

受
け
た
場
合
並
び
に
訓
練
招
集
に
応
じ
て
い
る
予
備
自

衛
官
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
並
び
に
教
育
訓
練
招
集
に

応
じ
て
い
る
予
備
自
衛
官
補
が
公
務
上
の
災
害
を
受
け

た
場
合
の
そ
の
者
の
第
一
条
の
補
償
に
係
る
平
均
給
与

額
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
防
衛
省

令
で
定
め
る
。

（
平
均
給
与
額
計
算
の
場
合
の
給
与
の
特
例
）

第
五
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合

は
、
百
分
の
百
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
給
与
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
自
衛
官
候
補
生
に
あ
つ
て
は
、
自
衛
官
候
補
生
手

当
、
扶
養
手
当
及
び
防
衛
大
臣
が
定
め
る
額
の
食

事
代

二
　
学
生
に
あ
つ
て
は
、
学
生
手
当
及
び
防
衛
大
臣
が

定
め
る
額
の
食
事
代

三
　
生
徒
に
あ
つ
て
は
、
生
徒
手
当
及
び
防
衛
大
臣
が

定
め
る
額
の
食
事
代

四
　
予
備
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
、
予
備
自
衛
官
手
当
及

び
訓
練
招
集
手
当

五
　
即
応
予
備
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
、
即
応
予
備
自
衛

官
手
当
及
び
訓
練
招
集
手
当

六
　
予
備
自
衛
官
補
に
あ
つ
て
は
、
教
育
訓
練
招
集

手
当

七
　
非
常
勤
の
者
に
あ
つ
て
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る

給
与附

　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

一
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
協
力
支
援
活
動
等
に
従
事
す
る
職
員
の
傷
病
補
償
年

金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
）

２
　
公
務
で
外
国
旅
行
中
の
職
員
が
、
そ
の
生
命
又
は
身

体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
が
予
測
さ
れ
る
状
況
の
下
に

お
い
て
、
旧
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等

に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の

た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る

措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議
等
に
基
づ
く
人
道

的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第

百
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
協
力
支
援
活
動
、
捜
索

救
助
活
動
若
し
く
は
被
災
民
救
援
活
動
又
は
テ
ロ
対
策

海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関

1



す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
一
号
）
の
規

定
に
基
づ
く
補
給
支
援
活
動
に
従
事
し
、
そ
の
た
め
公

務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係

る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い

て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
船
員
法
第
一
条
に
規
定
す

る
船
員
で
あ
る
海
上
自
衛
官
の
準
用
補
償
法
第
十
七
条

の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
第
二

条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第

三
八
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令

に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
庁
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る

政
令
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
発

生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
障
害

補
償
又
は
遺
族
補
償
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
六
日
政
令
第

三
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第

三
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三

五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
二
八
日
政
令
第
二
九

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三
四

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
三

三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
三
月
二
十
六
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第

三
六
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

防
衛
庁
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
政
令
の
規
定
は
、

平
成
十
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第

四
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
八
日
政
令
第
四

五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
政
令
第

三
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第

三
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年

十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第

三
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

二
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
八
日
政
令
第
一
九

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
六
日
政
令
第
二

四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
政
令
第
三

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
月
一
六
日
政
令
第
二

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
一
七
日
政
令
第
一

八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ

の
対
処
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
政
令
第

二
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
、
第

二
条
中
自
衛
隊
法
施
行
令
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
二

条
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
（
防
衛
省
の
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
一
項
、
第
六

条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除

く
。
）
及
び
第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
二
月
三
日
政
令
第
六

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
政
令
第
八

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和

及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
三

月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
三

号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
七
四

号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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